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消費税インボイス制度開始に伴う購買品請求書兼入金書について 

 

平素より、ＪＡ事業に深いご理解とご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

今回の消費税インボイス制度（適格請求書等保存方式）開始に伴い、当ＪＡが毎月ご案内してお

ります購買品請求書兼入金書は、消費税インボイスの記載事項を満たしておりません。 

購買品のご利用代金については、お取引時に交付している納品書やレシート等の書類が、消費税

インボイスの記載事項を満たす適格請求書（インボイス）となります。売掛代金の収納時に発行す

る領収書は、適格請求書（インボイス）に該当しませんので、ご案内申し上げます。 

 
１．消費税インボイス制度とは、買い手（課税事業者）が消費税の仕入税額控除の適用を受けるため

に、売り手が発行する記載事項を満たした適格請求書（インボイス）の保存等が必要になることを

定めた制度です。詳細は、国税庁のホームページをご覧ください。 

２．購買品請求書兼入金書は、法人税や所得税の税法上で保存義務が定められた証憑書類（取引の事

実を示す書類）には該当します。引き続き、経費の明細としては使用可能となります。 

３．消費税を「本則課税」で申告・納付されている方は、適格請求書（インボイス）を保存の上、申

告をお願いいたします。簡易課税で申告されている方、免税事業者の方は、適格請求書（インボイ

ス）の保存は不要ですので、引き続き、いままでの申告で利用した帳票の保存で構いません。 

４．ＪＡおよび、あぐりライフ信州諏訪が発行する書類のうち、登録番号（Ｔプラス１３桁の数字）

が記載されているものが適格請求書（インボイス）になります。記載例等を次にまとめましたので

併せて、ご覧ください。 

 

 

 

 

 



その他・・・ 

その他、登録番号が記載してある納品書、請求書、領収書がインボイスとなります。 
共済のお取引には消費税が含まれないためインボイスの発行はありません。 

農畜産物の出荷に係る経費控除は・・・ 

園芸販売代金精算書、米穀検査表兼概算金明細書、籾受通知書兼概算金明細書、販売代
金精算書、農産物検査結果兼振替明細書、最終精算通知書、畜産販売代金精算書、畜産
物導入代金精算書に登録番号が記載してあります。 

燃料の購入は・・・ 

ＬＰガス：「検針通知・領収書」または「ＬＰガス使用量のお知らせ兼納品書(領収書)」 

ＪＡでんき：「ＪＡでんき使用量のお知らせ兼納品書(領収書)」 

給油所：納品書（領収書） 

配送燃料：納品書                に登録番号が記載してあります。 

資材の購入、農機具の修理整備は・・・ 

納品書、購買品納品書、レシート、修理整備明細書に登録番号が記載してあります。 

信用のお取引（振込手数料等）は・・・ 

手数料受取書、振込依頼書、後納手数料のご案内に登録番号が記載してあります。 

消費税を「本則課税」で申告・納付されている方へ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＡおよび、あぐりライフ信州諏訪が発行する書類のうち、登録番号（Ｔプラス
１３桁の数字）が記載されているものが適格請求書（インボイス）になります。 

登録番号 T2100005008150 

 
 

T2100005008150 


